
いじめ事案の調査フロー
（最終更新：令和３年９月３０日）

いじめ重大事態対応の開始

市教委の指示に従い対応する

（茅ヶ崎市いじめ防止基本方針）

いじめ事案の発生

教職員等による

発見・認知
友人・保護者からの

情報提供

地域・関係機関・

団体からの

情報提供

その他の事案

学校から市教委へ重大事態発生の

疑いがある旨を報告

「いじめ防止対策委員会」

による調査

必要に応じ、市教委へ協力要請

（第三者派遣等）

学校対応の開始

軽微と思われる事案

重大事態発生の疑いがある事案

軽微と思われない事案

＜調査員＞

当該学年主任・当該

学年職員

＜調査員＞

児童指導支援担当・

教育相談コーディ

ネーター・当該学年

主任・当該学年職員

・養護教諭

管理職（校長・教頭）へ進捗・結果報告

調査結果を踏まえた指導支援体制の決定

・市教委へ調査結果報告

・指導支援の実施

・経過観察（再発防止）

いじめの解決

本人による

訴え


